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高鍋町告示第43号 

 平成29年第３回高鍋町議会定例会を次のとおり招集する。 

    平成29年８月30日 

                              高鍋町長 黒木 敏之 

１ 期 日  平成29年９月５日（火） 

２ 場 所  高鍋町議会議場 

──────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

池田  堯君          水町  茂君 

山本 隆俊君          津曲 牧子君 

岩村 道章君          岩﨑 信や君 

緒方 直樹君          柏木 忠典君 

後藤 正弘君          中村 末子君 

黒木 博行君          黒木 正建君 

春成  勇君          八代 輝幸君 

青木 善明君          永友 良和君 

──────────────────────────────── 

○９月７日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月８日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月11日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月12日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月13日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月25日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

──────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────────── 

平成29年 第３回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成29年９月５日（火曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成29年９月５日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）本省要望の報告 

      （４）例月現金出納検査結果報告 

      （５）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて（専決第３号） 

            ［平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第２号）］ 

 日程第５ 報告第５号 平成２８年度高鍋町財政健全化判断比率について 

 日程第６ 報告第６号 平成２８年度高鍋町公営企業資金不足比率について 

 日程第７ 報告第７号 平成２８年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価等について 

 日程第８ 議案第38号 高鍋町工業用地造成事業特別会計設置条例の制定について 

 日程第９ 議案第39号 平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第40号 平成２９年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案第41号 平成２９年度高鍋町工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第12 議案第42号 平成２９年度松本地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約について 

 日程第13 議案第43号 平成２８年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 日程第14 認定第１号 平成２８年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について 

 日程第15 認定第２号 平成２８年度高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第16 認定第３号 平成２８年度高鍋町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につ

いて 

 日程第17 認定第４号 平成２８年度高鍋町下水道事業特別会計歳入歳出決算について 

 日程第18 認定第５号 平成２８年度高鍋町介護認定審査会特別会計歳入歳出決算につ

いて 

 日程第19 認定第６号 平成２８年度高鍋町介護保険特別会計歳入歳出決算について 
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 日程第20 認定第７号 平成２８年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出

決算について 

 日程第21 認定第８号 平成２８年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計歳入歳

出決算について 

 日程第22 認定第９号 平成２８年度高鍋町水道事業会計決算について 

 日程第23 議案第44号 高鍋町企業立地奨励条例の一部改正について 

 日程第24 議案第45号 高鍋町個人情報保護条例の全部改正について 

 日程第25 議案第46号 平成２９年度高鍋町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第26 平成２８年度高鍋町一般会計並びに特別会計決算審査結果報告 

──────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）本省要望の報告 

      （４）例月現金出納検査結果報告 

      （５）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて（専決第３号） 

            ［平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第２号）］ 

 日程第５ 報告第５号 平成２８年度高鍋町財政健全化判断比率について 

 日程第６ 報告第６号 平成２８年度高鍋町公営企業資金不足比率について 

 日程第７ 報告第７号 平成２８年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価等について 

 日程第８ 議案第38号 高鍋町工業用地造成事業特別会計設置条例の制定について 

 日程第９ 議案第39号 平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第40号 平成２９年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案第41号 平成２９年度高鍋町工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第12 議案第42号 平成２９年度松本地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約について 

 日程第13 議案第43号 平成２８年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 日程第14 認定第１号 平成２８年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について 

 日程第15 認定第２号 平成２８年度高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第16 認定第３号 平成２８年度高鍋町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につ
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いて 

 日程第17 認定第４号 平成２８年度高鍋町下水道事業特別会計歳入歳出決算について 

 日程第18 認定第５号 平成２８年度高鍋町介護認定審査会特別会計歳入歳出決算につ

いて 

 日程第19 認定第６号 平成２８年度高鍋町介護保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第20 認定第７号 平成２８年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出

決算について 

 日程第21 認定第８号 平成２８年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計歳入歳

出決算について 

 日程第22 認定第９号 平成２８年度高鍋町水道事業会計決算について 

 日程第23 議案第44号 高鍋町企業立地奨励条例の一部改正について 

 日程第24 議案第45号 高鍋町個人情報保護条例の全部改正について 

 日程第25 議案第46号 平成２９年度高鍋町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第26 平成２８年度高鍋町一般会計並びに特別会計決算審査結果報告 

──────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 池田  堯君       ２番 水町  茂君 

３番 山本 隆俊君       ５番 津曲 牧子君 

６番 岩村 道章君       ７番 岩﨑 信や君 

８番 緒方 直樹君       10番 柏木 忠典君 

11番 後藤 正弘君       12番 中村 末子君 

13番 黒木 博行君       14番 黒木 正建君 

15番 春成  勇君       16番 八代 輝幸君 

17番 青木 善明君       18番 永友 良和君 

──────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

──────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 川野 和成君   事務局長補佐 岩佐 康司君 

議事調査係長 矢野 由香君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 黒木 敏之君   副町長 ………………… 児玉 洋一君 

教育長 ………………… 島埜内 遵君   教育委員長 …………… 黒木 知文君 
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農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君   代表監査委員 ………… 黒木 輝幸君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 河野 辰己君 

政策推進課長 ………… 三嶋 俊宏君   建設管理課長 ………… 惠利 弘一君 

農業委員会事務局長 … 鳥井 和昭君   産業振興課長 ………… 渡部 忠士君 

会計管理者兼会計課長 … 横山 英二君   町民生活課長 ………… 山下 美穂君 

健康保険課長 ………… 徳永 惠子君   福祉課長 ……………… 中里 祐二君 

税務課長 ……………… 杉  英樹君   上下水道課長 ………… 吉田 聖彦君 

教育総務課長 ………… 野中 康弘君   社会教育課長 ………… 稲井 義人君 

──────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（永友 良和）  おはようございます。只今から平成２９年第３回高鍋町議会定例会

を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 この際、議会運営委員会の報告を求めます。委員長、中村末子議員。 

○議会運営委員会委員長（中村 末子君）  おはようございます。平成２９年第３回定例議

会が招集されたことにより、去る８月３１日、第３会議室において委員全員、議長、副議

長はオブザーバーとして出席、執行部より副町長を含む３人が出席、議会事務局から日程

説明など２名が参加し、議会運営委員会が開かれましたので御報告いたします。 

 今議会に提案されます案件は朝倉市への災害見舞金のための専決１件、財政健全化判断

比率、公営企業資金不足比率に関すること、教育に関する事務管理など報告３件、南九州

学園、いわゆる南九州大学跡地活用問題に関して企業進出に関して高鍋町で粛々と行わな

ければならない事項について審議を議会で行うための案件が、執行部より提案されました

ので、きちんと議論できるように特別委員会を立ち上げ、十分な議論のできる環境をつく

り、南九州大学跡地をどうするのか、特別委員会の中で議論を行います。 

 したがって、一般会計からの特別会計への持ち出し及び県指定の第１号古墳調査、下水

道整備、取りつけ道路などを含む諸課題の審査を行う議案が４件、松本地区の急傾斜地崩

壊対策に係る工事契約１件、水道事業の未処分利益剰余金処分に関して１件、平成２８年

度決算認定９件、高鍋町企業立地奨励条例の一部改正１件、高鍋町個人情報保護条例全部

改正１件、平成２９年度高鍋町水道事業補正予算（第１号）、計２２件が提案されます。 

 本来なら提案理由説明後、議案熟読を経て一般質問となりますが、今回はさきに述べた

南九州大学跡地問題があり、関連案件を先に審議を行い、その結果を報告、討論、採決と

するため、一般質問は１１、１２日としました。 

 また、本日は朝倉市への災害見舞金支出のための専決、平成２９年度高鍋町一般会計補

正予算（第２号）については、本日質疑、討論、採決となります。 

 以下は会期日程どおりです。執行部の説明は終了し、委員の意見を求めましたが、意見

はありませんでした。 
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 次に、事務局から日程の説明を受け、委員から日程についての意見を求めましたが、意

見はなく、日程どおり進めることに委員全員の意見の一致を見ましたので、ここに御報告

いたします。 

 なお、南九州大学関連議案が終わり次第、平成２９年度一般会計補正予算などが提案さ

れますので、再度議会運営委員会を開き、常任委員会審査に間に合わせることとなります。

今後、意見書など議員提案される見通しです。議員定数等に絡む特別委員会設置案件は議

会最終日に提案される見込みです。 

 一般質問者は９名ですので２日間とすること、本来なら一般質問を先に行いますが、先

ほども申し上げましたように南九州大学跡地利用について４件を当初に行うこともあわせ

て一致を見たところです。 

 なお、第３回定例会は決算認定でもあり、件数も２２件と多いので、短い時間でも中身

のある審査を希望して報告といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（永友 良和）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、３番、山本隆俊議員、５番、

津曲牧子議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．諸報告 

○議長（永友 良和）  日程第２、諸報告を行います。 

 まず、議長の会務報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、これによ

り朗読及び説明を省略して差し支えございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、議長の会務報告は朗読及び説明

を省略いたします。 

 次に、議員派遣の報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、このとお

り派遣しましたので、これにより報告といたします。 

 次に、本省要望の報告を求めます。団長、柏木忠典議員。 

○１０番（柏木 忠典君）  本省要望報告をいたします。 

 去る８月１７日、１８日の２日間、本省要望団として黒木正建議員、八代輝幸議員、中

村末子議員、それに私、柏木４名の議員に、町長、総務課長、政策推進課長、建設管理課

長補佐、議会事務局長、総勢９名によりまして表敬を兼ねながら防衛省、国土交通省、地

元選出国会議員へ高鍋町の当面する懸案事項の円滑なる推進を図るため、関係各省庁に陳

情に行ってまいりました。 

 要望事項としまして、竹鳩橋架け替えに関する提言書、１級河川小丸川水系の内水排除

機能の確保・強化に関する提言書、国道１０号線の交通渋滞緩和促進に関する提言書につ
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いての３件であります。 

 以下、主だった点を御報告申し上げます。 

 １７日は午後から防衛省に地方協力局長の深山局長を初め、住宅防音調査室長、地方企

画室長、住宅防音課長と、また職員の皆さん、大変忙しい中に席を設けていただきまして、

再編交付金事業のお礼、新田原基地の騒音区域縮小計画に関するお礼、また、無線放送施

設設置助成事業等のお礼を申し上げてまいりました。 

 また、中村議員からは防音対策関連の学校施設の空調改修について、個別空調方式の改

修ができるように、また、町長からは道路改良事業の防衛省補助について、町が計画する

道路改良の補助がいただけるよう要望をしてきたところでございます。 

 深山地方協力局長からは、丁寧に事業関連の御説明をいただき、新田原基地の隣接町と

してこれからも長いおつき合いができますようにとのお言葉をいただきました。 

 その後、東京事務所の黒岩課長の案内で、衆議院議員会館へ出向き、国会議員の先生方

の事務所を訪問し、江藤先生、武井先生、古川先生、濵地先生方はいずれも不在でありま

したけれども、秘書の皆さん方に直接提言書を手渡ししまして、お願いし、支援協力を重

ねてお願いをしてまいったところでございます。 

 翌１８日には、宮崎県東京事務所を訪問いたしまして、郡司所長と面談をしてまいりま

した。その後、同事務所の籾木主査の案内によりまして、国土交通省を初め、道路局の和

田次長と面談し、竹鳩橋架け替えの件、また国道１０号線の件について提言書を手渡しし、

今後ともお力添えをいただきますようお願いをしてまいったところでございます。 

 次に、水管理・国土保全局の清瀬次長と面談をいたしまして、宮越樋管の内水排除の件

について提言書を手渡しし、早期の事業着手を強くお願いをしてまいったところでござい

ます。次長以外の役職の方には、籾木主査の案内で町長と私で関係する各部署については

提言書と名刺を手渡しし、しっかりと今後のお願いをしてまいりました。 

 その後、参議院会館に向かい、松下先生、武見先生、長峯先生の事務所を表敬しました

が、先生方は不在で、秘書の皆さん方と面談し、提言書をしっかり手渡しし、今後とも御

協力をお願い、お力添えをいただきますようお願いをいたしたところでございます。 

 大変暑い日の要望活動でしたが、地元国会議員はもとより、関係する各部署との交渉を

深め、さらに根強く、一歩でも前進するよう、努力の要ありと痛感しながら帰途についた

ところでございます。 

 以上、簡単でございますが、本省要望についての御報告をいたします。 

○議長（永友 良和）  以上で、本省要望の報告を終わります。 

 次に、例月現金出納検査結果に関する報告が提出されましたので、お手元に配付してあ

ります。 

 次に、町長の政務報告を行います。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  皆さんおはようございます。平成２９年の６月１日から平成

２９年の８月３１日までの主な政務について御報告申し上げます。 
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 まず、高鍋町消防操法大会及び東児湯支部消防操法大会についてでございますが、６月

２５日、現在の井上商店スポーツセンター駐車場におきまして、高鍋町大会を開催いたし

ました。開始時は雨が強く、その後、次第に天気は回復してまいりましたが、各部とも天

候に左右されず、訓練の中で培った技術を十分に発揮し、大変すばらしい大会となりまし

た。 

 東児湯支部大会につきましては、７月１５日、東児湯消防組合で開催されました。今回

も激戦となりましたが、本町ではポンプ自動車の部で第１部が準優勝、小型ポンプ積載車

の部で第７部が３位という結果となりました。小型ポンプの部の第２部もすばらしい操法

でありましたが、残念ながら入賞には至りませんでした。 

 次に、蚊口浜ビーチクリーン活動についてでございますが、７月９日、高鍋海水浴場に

おいて行われました。当日は早朝にもかかわらず、町民の皆様ほか関係各団体から約

２,０００人の御参加をいただき、清掃作業に汗を流しました。 

 次に、クレパス画と巨匠たち展についてでございますが、７月１５日から９月３日まで

高鍋町美術館において開催いたしました。クレパスという棒状の手軽な形態でありながら、

油絵風の表現など、さまざまな表現の可能性を持つクレパス画の奥深さを堪能していただ

けたものと考えております。 

 次に、きゃべつ畑のひまわり祭りについてでございますが、８月１２日、１３日の２日

間にわたり、染ケ岡地区において開催されました。同地区環境保全協議会が中心となり、

８回目を迎える本年は約８０ヘクタールの畑に約１,０００万本のひまわりが咲き誇りま

した。両日とも天候に恵まれ、ひまわり迷路やステージイベントなど、約８,０００人も

の来場者でにぎわいました。 

 次に、畜魂慰霊式についてでございますが、８月２９日、小並地区にある畜魂慰霊碑の

前でとり行いました。未曾有の被害をもたらした口蹄疫の終息宣言から７年が経過し、そ

の霊を慰めるとともに、改めてこのような悲劇を繰り返さないことを誓いました。 

 以上、その他の政務要望活動につきましては、お手元の政務報告にて御確認いただきま

すようお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会期の決定 

○議長（永友 良和）  日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、会期日程予定表のとおり、本日から９月２５日

までの２１日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって会期は本日から９月２５日までの

２１日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第３７号 
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○議長（永友 良和）  日程第４、議案第３７号専決処分の承認を求めることについて（専

決第３号）［平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第２号）］を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  議案第３７号（専決第３号）［平成２９年度一般会計補正予算

（第２号）］について、提案理由を申し上げます。 

 本案につきましては、７月５日からの豪雨により甚大な被害を受けた本町の姉妹都市で

ある福岡県朝倉市に対し、見舞金を贈るため専決処分したものでございます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ９８７万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ８５億３,１７０万４,０００円とするものです。補正の内容としては、歳出で

は災害見舞金と予備費で、財源といたしましては繰越金でございます。 

 以上、本案につきまして御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  続いて、担当課長の詳細説明を求めます。政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  それでは詳細説明を申し上げます。 

 今回の補正は只今町長が申し上げましたように、７月５日からの豪雨により甚大な被害

を受けた本町の姉妹都市であります福岡県朝倉市に対しての災害見舞金について予算編成

したものでございます。 

 この災害で朝倉市では２９名の方が亡くなられ、まだ行方が分からない方が５名いらっ

しゃるようです。家屋等の被害も大きく、全壊２１４件、半壊７６２件、その他道路被害

等１,０７６件と甚大な被害となっております。只今、懸命の復旧に当たられているよう

でございます。 

 それでは、歳出について御説明申し上げます。予算書の８ページ、９ページになります。 

 諸費は朝倉市への災害見舞金３００万円でございます。７月２０日に議長ほか４名の議

員の皆様と副町長ほか５名の職員で朝倉市へお見舞いへ行っております。そのとき朝倉市

長にお見舞金を渡したところでございます。 

 予備費は４月の豪雨による農業災害に対する復旧費、教育施設の空調機の修繕費、企業

市に関する諸費用等、当初予定になかった費用を予備費充用で対応したために予備費が少

なくなりましたので、今後の予見しがたい費用に充てるための予備費を補正するものでご

ざいます。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 歳入でありますが、財源といたしまして繰越金を計上しております。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（永友 良和）  以上で説明は終わりました。これから質疑、討論、採決を行います。 

 議案第３７号専決処分の承認を求めることについて（専決第３号）［平成２９年度高鍋

町一般会計補正予算（第２号）］について質疑を行います。質疑はありませんか。１２番、

中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  災害見舞金を３００万円とした根拠というのは、一体何だった
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んでしょうか。 

 それともう一つ、予備費を先ほどの説明では４月の農業被害に関すること、そして学校

の空調設備に関することという説明があったと思うんですが、あとを７００万円とした根

拠ですね、本当に７００万円で、今設備なんかもずっと古くなってきていますので、これ

がそれでいいのかどうかっていうところの、金額の設定っていうのは、どういうふうな話

し合いのもとに行われたのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  災害見舞金の３００万円の根拠についてでございますが、今

回の朝倉市の災害が、かつて余り経験したことの内容な甚大な被害が姉妹都市であったと

いうこと、そういったことを総合的に判断しまして３００万円ということで決定したとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  予備費を７００万円にした理由ということでございます

けど、予備費というのは金額等が特に定められたものではございません、予算上を。今回、

当初予算に７００万円で計上しているところでありますが、その７００万円に、また戻す

ために予算計上したものでございます。その額がこのような額になっております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。まず原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  議案第３７号専決処分の承認を求めることについて（専決第

３号）平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第２号）について、賛成の立場で討論を行

います。 

 高鍋町は２０１０年、口蹄疫により多くの家畜を処分しました。そのとき、全国の皆さ

んから多くの支援をいただきました。そのことは決して忘れてはならないことです。 

 翌年には東北沖地震津波で多くの命が失われました。原発事故による問題はいまだ解決

されていない現実があります。昨年には熊本地震があり、台風災害が青森までなどと、異

常気象の災害は毎年のように起きています。これは環境問題を考えない世界の国々に警鐘

を鳴らすものだと考えます。今回の朝倉市を含む日田市など、災害は海水温の上昇に伴い、

ゲリラ豪雨以上の雨が降り、災害が大きくなったのではないかとの検証がなされています。 

 朝倉市は、まだ５名の方が行方不明です。そのことを考えますと、本当に心が痛みます。

長年、姉妹都市として育んできた友好関係もあります。大きな災害の前には金額はわずか
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でも気持ちはしっかりと伝わると考えます。一日も早く、行方不明者が見つかりますこと、

お亡くなりになられた方々の御冥福、災害に遭われ、家などを喪失された方々にお見舞い

を申し上げて賛成の討論といたします。 

○議長（永友 良和）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで討論を終わります。 

 これから議案第３７号を起立によって採決します。本件は原案のとおり承認することに

賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって議案第３７号専決処分の承認と求

めることについて（専決第３号）平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第２号）は承認

することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第５号 

日程第６．報告第６号 

日程第７．報告第７号 

○議長（永友 良和）  日程第５、報告第５号平成２８年度高鍋町財政健全化判断比率につ

いてから、日程第７、報告第７号平成２８年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価等についてまで、以上３報告を一括議題といたします。 

 まず、町長の報告を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  報告第５号平成２８年度高鍋町財政健全化判断比率について及び

報告第６号平成２８年度高鍋町公営企業資金不足比率について一括して御報告申し上げま

す。 

 まず、報告第５号平成２８年度高鍋町財政健全化判断比率についてでございますが、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４つの財政健全化判断比率につきまし

て御報告するものでございます。 

 ４つの指標の比率が、それぞれ括弧書きで記載しております早期健全化基準値以上であ

る場合は、財政健全化計画を定めなければならないこととされておりますが、本町ではい

ずれの比率も早期健全化基準値未満となっております。 

 次に、報告第６号平成２８年度高鍋町公営企業資金不足比率についてございますが、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業の資金不

足比率につきまして御報告するものでございます。 

 その比率が経営健全化基準で定められております２０％以上である場合は、経営健全化

計画を定めなければならないこととされておりますが、本町では水道事業、下水道事業と

も資金不足は発生しておりません。 
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 以上、２件につきまして御報告申し上げます。 

○議長（永友 良和）  次に、教育委員長の報告を求めます。教育委員長。 

○教育委員長（黒木 知文君）  おはようございます。報告第７号平成２８年度高鍋町教育

に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等について御報告申し上げます。 

 本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正前

の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定により提出するもので

ございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３８号 

日程第９．議案第３９号 

日程第１０．議案第４０号 

日程第１１．議案第４１号 

○議長（永友 良和）  次に、日程第８、議案第３８号高鍋町工業用地造成事業特区別会計

設置条例の制定についてから、日程第１１、議案第４１号平成２９年度高鍋町工業用地造

成事業特別会計予算まで、以上４件を一括議題といたします。一括して提案理由の説明を

求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  議案第３８号高鍋町工業用地造成事業特別会計設置条例の制定に

ついてから議案第４１号平成２９年度高鍋町工業用地造成事業特別会計予算についてまで、

一括して提案理由を申し上げます。 

 まず、議案第３８号高鍋町工業用地造成事業特別会計設置条例の制定についてでござい

ますが、本案は地方自治法第２０９条第２項の規定に基づき、企業誘致に係る工業用地造

成事業の円滑な運営と経理の適正化を図ることを目的に、工業用地造成事業特別会計を設

置するため、必要な事項を定めるものでございます。 

 次に、議案第３９号平成２９年度高鍋町一般会計補正予算（第３号）についてでござい

ますが、今回の補正は歳入歳出それぞれ３億５,０５３万円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ８８億８,２２３万４,０００円とするもので、企業誘致を円滑に進めるため

の事業経費について予算編成したものです。 

 補正の主なものは工業用地造成事業特別会計繰出金、工業用地取付道路の測量設計委託

及び工業用地内の埋蔵文化財調査経費等でございます。財源といたしましては繰入金及び

町債でございます。あわせまして、地方債につきまして、町単独道路改良事業の変更を行

うものでございます。 

 次に、議案第４０号平成２９年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

てでございますが、今回の補正は歳入歳出それぞれ１,０６１万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ６億４２４万９,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では管渠測量実施設計の増額、歳入では平成２８年度決算に伴

う繰越金の増額でございます。 
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 次に、議案第４１号平成２９年度高鍋町工業用地造成事業特別会計予算についてでござ

いますが、予算総額は歳入歳出それぞれ９億１,１４０万円で予算の内容は工業用地造成

に係る事業経費でございます。 

 予算の主なものといたしましては、歳入では一般会計繰入金、工事に係る企業等からの

負担金及び町債で、歳出では委託料、工事請負費及び土地購入費でございます。あわせて

工業用地取得事業の債務負担行為の設定及び内陸工業用地等造成事業の地方債の設定を行

うものでございます。 

 以上、４件の議案につきまして御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  続いて、議案第３８号について担当課長の詳細説明を求めます。政

策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  それでは、議案第３８号高鍋町工業用地造成事業特別会

計設置条例の制定について詳細説明を申し上げます。 

 この条例は地方自治法第２０９条第２項の規定に基づき、企業誘致に係る工業用地造成

事業の円滑な運営と経理の適正化を図ることを目的といたしまして工業用地造成事業特別

会計を設置するための必要な事項を定めたものでございます。 

 第１条は高鍋町工業用地造成事業特別会計設置に係る根拠法令と設置目的を規定してお

ります。 

 第２条は、この会計の歳入と歳出について規定したものでございます。 

 第３条は弾力条項の適用を規定したものでございます。弾力条項とは地方公共団体の長

が特別会計のうち、その事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもって充てる

ものについて、業務量の増加による収入に相当する額を当該経費に使用することができる

旨を定めた規定でございます。弾力条項の適用は条例で定めなければならず、適用した場

合は次の議会に報告しなければならないというものでございます。 

 以上、この条例の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第４２号 

○議長（永友 良和）  次に、日程第１２、議案第４２号平成２９年度松本地区急傾斜地崩

壊対策工事請負契約についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  議案第４２号平成２９年度松本地区急傾斜地崩壊対策工事請負契

約について、提案理由を申し上げます。 

 本案につきましては、当該工事の請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項

第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の

規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、本案につきまして御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  続いて、担当課長の詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  平成２９年度松本地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約につい
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て詳細説明を申し上げます。 

 契約の目的でございますが、平成２９年度松本地区急傾斜地崩壊対策工事、工事場所は

高鍋町大字上江字松本、契約の方法は指名競争入札、契約金額は５,８４８万２,０００円、

契約の相手方は住所が高鍋町大字上江３９９番地４、株式会社尾鈴建設、代表者、代表取

締役勢井政俊でございます。なお、この工事につきましては、平成２９年８月１０日に指

名競争入札を行っております。参考までに指名業者を申し上げますと、株式会社増田工務

店、九州建設工業株式会社、パシフィック建設株式会社、株式会社津房産業、株式会社横

田工業の６社でございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  以上で説明は終わりました。これから質疑、討論、採決を行います。 

 議案第４２号平成２９年度松本地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。１２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  ２点ほど質疑をさせていただきたいと思います。 

 上限価格の設定っていうのは妥当であったのかどうかっていうことが一つ。 

 入札の参加資格審査は県で行ったものを利用したのかどうか。また、指名願いが出され

ている業者間での談合などについては調査をされたのかどうかをお伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  設計価格と予定価格につきましては同額でありまして、その

金額につきましても事前に公表を行っております。そういった面で、県の資格審査あるい

は町の資格審査等で事前に、そういった指名審査会を実施しておりますので、適正な形の

中でこの入札が執行されたというふうに考えておるところであります。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  ごめん、私の聞き間違いですかね。上限価格と、この価格が一

緒だったって、同額だったって言わなかったですか。ということは、指名競争入札をする

ときには、上限価格を超えては、多分みんなしないと思うんですよ。１０円でも安く、

１００円でも安く、恐らく入札に参加するのはそうするだろうと思うんですよね。という

ことは、ここで同額であったということであれば、ひょっとしたら談合があったというふ

うに疑われても仕方がないじゃないですか。だから、それは多分答弁が違うんだろうと思

うんですよ。上限価格から、何らかの形で、低い金額で、それ以上の価格で出てきたとい

うことですかね。上限価格は多分載っているから、それ以上で価格を出すということは、

恐らく、正直な話ない、業者間では。恐らく、公表している価格で言えば一番低い価格を

するのが普通の見方じゃないですかね。違います。何か今の答弁では、もう談合があった

と言わんばかりの答弁だったと思うんですよ。疑われるような。だってそうですわ、公示

価格と、公示っていうのは公に示されている価格と、この価格が一緒であるということで

あれば、ほかの業者を指名競争入札させた意味がないんじゃないかということを私聞いて
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いるわけ。私の言っている意味わかる。理解できる。理解できなかったら困るから。総務

課長が理解できんかったら困るとよ。 

○議長（永友 良和）  ちょっとしばらく休憩します。 

○１２番（中村 末子君）  今のは１回目で、まだ続けていいよね。 

○議長（永友 良和）  はい。ちょっとしばらく一旦休憩します。 

午前10時42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時44分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  済いません、私の答弁の仕方が悪かったと思いますが、予定

価格は事前に公表をしておりまして、入札につきましても予定価格を下回ったような形で

落札をしております。落札率につきましては９５.９４％でした。 

 以上です。（発言する者あり） 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  県の審査で行われたものを参考として、町のほうで指名審査

会を事前に行って審査を行っているところであります。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  今の答弁だと、県のものを利用してということになると思うと、

高鍋町で独自に指名願いの設定をしてるのかっていうことが、ちょっと疑われるような感

じなんだけど、昔、私がそれを質疑したときには、県のをしてますと、とっています、使

っていますというふうにはっきり表現としてはあったんですよね。だから、ということは、

高鍋町独自で、例えば経営審査に係るＡ、Ｂ、Ｃのランク付けっていうのがあると思うん

ですよね。そのランク付けを高鍋町独自でやっているのかどうかっていうことが聞きたい

わけですよ。高鍋町独自でやってるんだったら、経営審査は副町長がトップでやっている

でしょう、指名願いをつくって、指名の一覧表っていうのはつくっていくわけでしょう。

そこでＡ、Ｂ、Ｃのランク付けをしていくわけでしょう。だから、経営審査がもともとに

なっているわけでしょう。だから、経営審査というのは、その業者の経営の内容をしっか

りと県のほうに報告しますよね、指名をしている団体ではちゃんと報告すると思うんです

よ。だからどういうところがあると。事業主にとっては、例えばいなければならない資格

取得者が何名いるとかいうことも必要最小限の条件であるだろうし、もちろん、いろんな

労働災害も含めてあるわけですから、その保険にもちゃんと入っているのか、ちゃんと雇

用保険にも入っているのかとかいうことも経営審査の中で多分、細かく審査されていると

思うんですね。その審査内容は、県のほうで毎年審査をしているわけですよね、指名を出

た場合には経営審査っていうのを毎年１回必ずやってますよね。その中で行っているわけ

だから、その状況が、それを直接高鍋町が全部引き受けてやっているのか、いや、高鍋町
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では特化して、例えばＡランク、Ｂランクを決めるときに、また県とは違うセッティング

で、ここまで下げようといってやっているのかっていう、どっちかって聞いてるわけだか

ら、そのどっちかを答えてもらえればいいだけなんですよ。 

 だから、今の答弁やったら曖昧でしょう。曖昧に聞こえますよ。だから、ちゃんとした

ものがないと、経営審査っていうのは非常に、そこはシビアにやっているわけだから。だ

から数字的にちゃんとしたものを出してる、その書類を利用しているということであれば、

じゃあ高鍋町で独自につくっているのかどうか、そこを聞きたいわけだから。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  県の審査会で行われたものを活用しまして、その中身を町の

ほうにしまして、町の独自の中で、Ａランク、Ｂランク、Ｃランク、そのランク付けを県

の審査会をもとにしたものを活用しまして、町独自でそういったランク付けをしていると

ころであります。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １２番、中村末子議員。 

○１２番（中村 末子君）  それではお伺いしますが、高鍋町独自でランク付けの、その県

の経営審査は参考にはしてるけど、高鍋町独自でしているっていうところは主にどういう

ところが。全てでしょうか、それとも経営内容についてですか。いろんな、例えば人数の

関係でしょうか。いろんな関係で、それをそのまま横滑りしてしてるんじゃないというの

であれば、高鍋町独自で何らかの指針を持っているはずだと思うんですよ。それがないと、

指名競争入札はできないと思うんですよね。だから、そこについて。例えば県に提出され

た経営審査の内容が、要するに１００％ではないけれど、どこの部分が違うかということ

は答えられると思うんですよ。どこの部分が違うのか、これは県ではＢランクだけど、高

鍋町ではＡランクになるんですよというところがあると思うんですよ。違うと思うんです

よ。だから県ではＢランクだったけれども、高鍋町ではＡランクですよっていう場合もあ

るかもしれないと思うんですよ。だから、そういうことを考えたときには、本来なら高鍋

町で独自につくっておかないと、高鍋町の業者はほとんど入札に参加できないということ

に、ひょっとしたらなるかもしれないから、高鍋町独自でつくっていることについては、

私、問題ないと思うんですよ。でも、その審査の内容が妥当かどうかということも含めて、

こっちはきっちりとチェックしていかないといけない部分がありますので、議員としては。

だから、そこのところをどうなっているのかっていうことを、総務課長だけじゃなくて、

いろんなところでわかると思うんですが、答弁ができるところが答弁してください。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  議員の最後に申された県のランクと町のランクは確かに

違います。それで町のランク付けにつきましては、経営内容につきましては、県の経審を

当然業者の方は見ておられますので、通称経審と言いますけど、経営審査の中で県の点数

が付きます。その点数と高鍋町が発注しました工事、ことしであれば去年の実績、それに
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ついては各工事に点数を付けます、町独自に。それを県の経審の点数と町の検査の点数を

プラスしまして、総合の点数の多いほうからＡ、Ｂ、Ｃとランク付けをしているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４２号を起立によって採決します。本件は、原案のとおり決定すること

に賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、議案第４２号平成２９年度松本

地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第４３号 

日程第１４．認定第１号 

日程第１５．認定第２号 

日程第１６．認定第３号 

日程第１７．認定第４号 

日程第１８．認定第５号 

日程第１９．認定第６号 

日程第２０．認定第７号 

日程第２１．認定第８号 

日程第２２．認定第９号 

日程第２３．議案第４４号 

日程第２４．議案第４５号 

日程第２５．議案第４６号 

○議長（永友 良和）  次に、日程第１３、議案第４３号平成２８年度高鍋町水道事業会計

未処分利益剰余金の処分についてから、日程第２５、議案第４６号平成２９年度高鍋町水

道事業会計補正予算（第１号）まで、以上１３件を一括議題といたします。 

 一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  議案第４３号平成２８年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金
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の処分についてから、議案第４６号平成２９年度高鍋町水道事業会計補正予算（第１号）

についてまで、一括して提案理由を申し上げます。 

 まず、議案第４３号平成２８年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

でございますが、本案につきましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、同

剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、認定第１号平成２８年度高鍋町一般会計歳入歳出決算についてから、認定第８号

平成２８年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計歳入歳出決算についてまででござ

いますが、平成２８年度各会計の歳入歳出の決算について、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、議会の認定に付するものでございます。 

 初めに、認定第１号の一般会計については、歳入総額８８億９,７３７万６,５７２円、

歳出総額８５億６,１９９万４,５９６円、差し引き３億３,５３８万１,９７６円となって

おります。 

 次に、認定第２号の国民健康保険特別会計については、歳入総額３４億１,９４６万

６,９０８円、歳出総額３１億１,８１６万４５７円、差し引き３億１３０万６,４５１円

となっております。 

 次に、認定第３号の後期高齢者医療特別会計については、歳入総額４億７,６１０万

１,５９３円、歳出総額４億７,６０７万１,６９３円、差し引き２万９,９００円となって

おります。 

 次に、認定第４号の下水道事業特別会計決算については、歳入総額４億５,４４２万

３,２８６円、歳出総額４億４,３３４万７５９円、差し引き１,１０８万２,５２７円とな

っております。 

 次に、認定第５号の介護認定審査会特別会計については、歳入総額１,０４９万

８,０００円、歳出総額９６１万３,９９９円、差し引き８８万４,００１円となっており

ます。 

 次に、認定第６号の介護保険特別会計については、歳入総額１８億４,６１０万

９,０２０円、歳出総額１６億７,５３４万６,５５３円、差し引き１億７,０７６万

２,４６７円となっております。 

 次に、認定第７号の一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計については、歳入総額２,４４２万

９,８１４円、歳出総額２,２８８万３,１３５円、差し引き１５４万６,６７９円となって

おります。 

 次に、認定第８号の西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計については、歳入総額

３３万４,４５７円、歳出総額２４万８,４７３円、差し引き８万５,９８４円となってお

ります。 

 次に、認定第９号平成２８年度高鍋町水道事業会計決算についてでございますが、地方

公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定に付するものでございます。 

 営業面では給水件数が９,００８件で前年度より４１件の増、有収水量は２００万
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３５０立方メートルで、前年度より１.０％の増でございます。 

 経営面では、税抜きの収益的収入総額４億４,１３８万２,５３２円、支出総額３億

９,９６９万９,９３７円で、当年度純利益は４,１６８万２,５９５円でございました。 

 次に、資本的収支でありますが、収入総額８,０００万円に対し、支出総額は３億

３,８２３万１１５円になっております。なお、資本的収入が支出に対して不足する額

２億５,８２３万１１５円は、当年度損益勘定留保資金等で補填いたしました。 

 次に、議案第４４号高鍋町企業立地奨励条例の一部改正についてでございますが、情報

サービス産業のさらなる立地促進を図ることを目的に、同条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 次に、議案第４５号高鍋町個人情報保護条例の全部改正についてでございますが、行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、この条例において法律と同様

の改正を施すとともに、高鍋町特定個人情報保護条例と統合する必要があることから、条

例の全部を改正するものでございます。 

 次に、議案第４６号平成２９年度高鍋町水道事業会計補正予算（第１号）についてでご

ざいますが、今回の補正は、企業債の借り入れを３,０００万円追加し、借入総額を

８,０００万円とするものでございます。 

 以上、１３件の議案等につきまして、御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  ここでしばらく休憩いたします。１１時１０分より再開いたします。 

午前11時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．平成２８年度高鍋町一般会計並びに特別会計決算審査結果報告 

○議長（永友 良和）  日程第２６、平成２８年度高鍋町一般会計並びに特別会計決算審査

結果報告を求めます。黒木輝幸代表監査委員。 

○代表監査委員（黒木 輝幸君）  監査委員２名を代表いたしまして、平成２８年度各会計

の決算審査結果を御報告いたします。 

 初めに、地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付されました平成２８年度

高鍋町一般会計及び特別会計歳入歳出決算に関する審査結果を御報告いたします。 

 決算審査は、去る７月４日から８月４日までの間、役場におきまして書面審査及び対面

審査を実施し、審査意見書を８月２５日に講評を兼ねて町長に提出をいたしました。決算

審査意見書は皆様のお手元に配付をされております。その内容について御報告申し上げま

す。 

 まず第１に審査の対象となりましたのは、平成２８年度高鍋町一般会計歳入歳出決算、

平成２８年度高鍋町特別会計７会計歳入歳出決算でございます。特別会計は、１、国民健
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康保険特別会計、２、後期高齢者医療特別会計、３、下水道事業特別会計、４、介護認定

審査会特別会計、５、介護保険特別会計、６、一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計、７、西

都児湯固定資産評価審査委員会特別会計でございます。 

 第２に、審査の期間でございますが、先ほど述べましたとおり、平成２９年７月４日か

ら平成２９年８月４日まで、実質審査日数は１６日間でございます。 

 第３に、審査の方法でございますが、審査に当たりましては、町長から提出された決算

書及び附属書類が地方自治法、高鍋町条例に準拠して作成をされているか、予算が適正か

つ効率的に執行されているかを主眼に置き、関係職員の説明を聴取し、定期監査、例月現

金出納検査結果等も考慮して、関係帳簿並びにその他の書類と照合するとともに、必要な

書類の提出を求め、通常実施すべき審査を実施し、現地調査も実施をいたしました。 

 第４に、審査の結果でございますが、平成２８年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決

算は、関係諸帳票を初め、その他の証拠書類などと照合審査しました結果、決算に関する

計数はいずれも正確であることを確認をいたしました。 

 また、予算の執行、会計事務及び財産の管理など財務に関する事務の執行は適正に処理

されているものと認められました。 

 それでは、総括意見を申し述べます。なお、それぞれの項目ごとの審査結果につきまし

ては意見書をごらんいただきたいと存じます。 

 まず、一般会計から申し上げます。最初に決算にあらわれました現状の評価について申

し上げます。まず、収支でございますが、平成２８年度一般会計の決算の規模は前年度と

比較して、歳入において２億７,０４０万４,０００円上回っております。歳出におきまし

ても３億３,３３１万８,０００円、前年度を上回っております。収支でございますが、実

質単年度収支は黒字を計上しておりまして、収支均衡の原則が貫かれ、堅調なものとなっ

ております。 

 歳入面ですが、自主財源であります町税が２,１２０万９,０００円増加していますとと

もに、寄附金が大幅な増額となっておりまして、財源確保努力の結果として評価できるも

のと思われます。依存財源でございますが、地方交付税が７,７２１万２,０００円減少し

ております。地方消費税交付金も消費税の減少に伴いまして５,１３８万７,０００円減少、

国庫支出金は障害者自立支援給付費等負担金、障害福祉費負担金──これは過年度分でご

ざいますが──年金生活者等支援臨時福祉給付措置事業補助金等の増がありましたけれど

も、児童福祉費負担金、社会保障税番号システム整備費補助金、地域住民生活等緊急支援

交付金、臨時福祉給付措置事業補助金、公園整備事業補助金等の減がございまして、全体

としては３１４万円の減額となっております。 

 県支出金でございますが、障害福祉費負担金、これは過年度分でございます。地域医療

介護総合確保基金事業費補助金等の増額がありましたけれども、児童措置費負担金、地域

住民生活等緊急支援交付金、国民健康保険基盤安定負担金、埋却地再生整備事業委託金の

減がありまして、全体では４,５４８万２,０００円の減額となっております。 
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 借入金であります町債は、情報セキュリティ強化対策事業債、町単独道路改良事業債等

の増はありましたけれども、庁舎別館建設事業債や国営農地整備事業債、中央公民館整備

事業債、臨時財政対策債等の減によりまして、全体では減少をしております。 

 収入未済額でございますが、総額で３億２６８万４,０００円となっておりますが、こ

の中には繰越明許費に係る国庫支出金が５９９万９,０００円、県支出金が１億１,４９９万

９,０００円、町債が９,３７０万円含まれております。 

 なお、町税、保育料及び住宅使用料の収入未済額が合計で８,７９９万５,０００円で、

前年度と比較して５８３万４,０００円減少しておりますけれども、高鍋めいりんの里運

営資金貸付金元利収入の未収入額については、確実な収納が求められます。また、特に住

宅使用料でございますが、滞納額が少額しか減少しておりません。的確な対応が求められ

ます。 

 不納欠損でございますが、町税及び保育料で７５１万円となっておりまして、総額では

前年度と比較して４４０万３,０００円の増加となっております。 

 また、町税滞納処分の執行停止中の額は１,９２０万５,０００円で、１,０２３万

７,０００円増加をしております。これは、将来不納欠損となる要素を含んでおりますの

で、適切な対応が求められます。 

 歳出面では、義務的経費におきましては、給与費、退職手当負担金、共済組合費等の減

によりまして人件費は減少しましたけれども、扶助費は年金生活者等支援臨時福祉給付金、

訓練等給付費、介護給付費、幼稚園・こども園給付費等が増加をしておりまして、また、

公債費等は県貸付金の償還が増加しております。その結果、義務的経費全体では１億

１,９２４万７,０００円増加をしております。 

 投資的経費でございますが、情報セキュリティネットワーク整備事業、津波避難タワー

整備事業、町単独道路改良事業、地域医療介護総合確保基金事業費補助金等の増がござい

ましたけれども、埋却地再生整備工事、町営野球場得点掲示板改修事業、庁舎別館建設事

業、口蹄疫復興支援ファンド事業、尾鈴地区土地改良事業国営事業負担金等の減がござい

まして、全体では３億３,６９５万１,０００円減少をしております。 

 その他の経費でございますが、補助費等は消費喚起・生活支援事業補助金の減がござい

ましたけれども、子どものための教育・保育給付費の国県負担金の返還、畜産競争力強化

整備事業補助金、コミュニティ助成事業補助金等の増によりまして２,７８２万４,０００円

の増となっております。 

 物件費でございますが、ふるさと納税関連経費、地域資源付加価値向上事業委託、防災

無線受信機購入等の増によりまして、３億８,６０８万４,０００円増加をしております。 

 繰出金は特別会計繰出金の減少によりまして、１４８万５,０００円減少をしておりま

す。 

 積立金でございますが、財政調整基金等の積み立てをしたことによりまして、１億

３,６１７万３,０００円の増額となりまして、緊急時に対応する資金の確保に努められて
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おります。 

 以上の実績から、従前に引き続き財政規律を守るとともに、基金の積み立てにより財政

基盤の確立に取り組む一方で、各種の補助制度を積極的に活用し、生活環境の整備、防災

対策事業、教育環境の整備に取り組むなど、平成２８年度一般会計の運営は効果的である

とともに適正であったものと認められます。 

 なお、決算の状況を見てみますと、財源が伸びない中で社会保障費、特に扶助費の大幅

な増加が続いておりまして、財源不足が生じている状況であります。このことから、財政

運営は一段と厳しさを増すことが予想されます。このため、予算編成に当たりましては、

歳出面においては精査を重ねるとともに、歳入面におきましては、各種補助金等を積極的

に活用するとともに、自主財源の確保に向けて収入未済額の解消に取り組む必要があるも

のと考えられます。収入未済額は年々減少しておりまして、その徴収努力を評価するもの

ではありますが、まだ依然として多額でありますので、引き続き取り組みを強化していた

だくよう要望をいたします。 

 また、不納欠損につきましては、負担の公平性に配慮し、特に慎重を期することが必要

であります。 

 また、予算の執行においては、財政規律を重んじた財政運営に取り組まれるとともに、

常に町民のニーズを的確にとらえることに重点を置き、最小の経費で最大の効果を上げる

べく、あらゆる角度から検討を重ね、真に町民のための財政運営を進めるため、常に予算

の管理執行状況を把握し、より効果的で効率的な執行に努められるよう要望をいたします。 

 次に、国民健康保険特別会計について申し上げます。国民健康保険加入世帯数は前年度

と比較して１０４世帯減少しております。被保険者数は２６３人減少をしております。歳

入面でございますが、保険税率の引き下げ、被保険者の減少によりまして、国保税が前年

度と比較して８,７９９万２,０００円の減収となっております。国庫支出金、前期高齢者

交付金、共同事業交付金の増はございましたけれども、税収、療養給付費等交付金、県支

出金、繰入金が減額となったことによりまして、全体では６,９９３万８,０００円の減額

となっております。 

 また一方で、収入未済額がこれまでの徴収努力によりまして、前年度に引き続き１億円

を下回ったことは評価できるものと思われます。 

 なお、平成２８年度に不納欠損処理した額は９０１万４,０００円でございまして、前

年度と比較して２６０万８,０００円増加をしております。２８年度末までの滞納累計額

は７,５０６万９,０００円ございまして、徴収努力の積み重ねによりまして毎年縮減をし

ておりますが、依然として高額となっております。執行停止中のものも加味しますと、今

後も滞納を縮減する努力が求められます。 

 現在の国民健康保険財政は、実質単年度収支も黒字となっているとともに、準備基金の

積み立ても平成２９年５月末で４億５,５０２万９,０００円積み立てておられまして、安

定をしていると言えますけれども、ここで、意見書の４１ページをごらんになってくださ
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い。その４１ページの第１表をごらんになってください。表のＥ欄でございますが、ここ

に書かれております３億１３０万６,０００円が地方自治法に定める実質収支として決算

書に計上される金額でございます。しかし、この額は前年度からの繰越金やら、基金の繰

り入れ、積み立ても含んでおりますので、本当の意味での財政状況は、その単年度のみの

収支を示す実質単年度収支で判断をすることになりますけれども、同じく、第１表のＫ欄

をごらんになってください。この数字は繰越金や基金の繰り入れ、積み立てを除外した数

字で、実質的に平成２８年度のみの歳入歳出差し引き額をあらわしたものでございます。

そういう意味では、実質的な黒字は２,０３６万４,０００円であったということができる

と思います。 

 なお、決算に含まれておりません国庫支出金、県支出金、療養給付費等交付金の超過交

付がございます。これが１,８８８万５,０００円ありますので、それを差し引きますと、

実質的には１４７万９,０００円の黒字であったということが言えると思います。詳しく

は意見書を見ていただきたいと思います。 

 なぜ交付金の不足や超過が発生するかと申しますと、国県支払基金からの交付金は療養

費の見込み額に交付されておりますので、翌年度にその過不足を精算することとされてお

ります。 

 以上のことを含めて、改めて状況を見てみますと、第２表を見ていただくとおわかりに

なると思いますが、ここ数年間の国保税の動向は、毎年度収納額が２,０００万円から

５,０００万円の幅で減少をしております。特に２８年度は税率引き下げによりまして約

８,８００万円減少をしております。５年前と比較すると、１億７,２８５万９,０００円

の減少となっております。このまま推移しますと財政運営は厳しくなるのではないかと推

測をされます。今後とも医療費の動向を注視していく必要があるものと考えられます。 

 医療費が毎年増加する中で、国民健康保険財政の安定化は最も重要な課題でございます。

その安定化のためには疾病の予防と健康保険税の的確な収納が求められるものと思われま

す。特定検診の受診向上による疾病予防に向けて、なおいっそう取り組まれますとともに

引き続き収納率向上対策に努めていただくよう要望をいたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。老人保健事業から後期高齢者医

療保険事業に移行されまして、制度は定着しておりまして、現段階では現行制度が継続す

るものと思われます。 

 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。平成２８年度の公共下水道事業の事

業量は、管渠布設６２メートル、面整備７.１ヘクタールで、７,２０９人が接続可能とな

っております。平成２８年度末現在の管渠総延長は４８.５キロメートル、面整備累計が

２２５.６ヘクタールとなっておりまして、水洗化率は８２.３％となっております。下水

道の普及によりまして、快適な生活と河川の浄化が進み、その効果は次第にあらわれてき

ております。 

 一方、浄化センターの機器の老朽化が進み、長寿命化対策が計画されているところでご
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ざいます。このような状況の中で、平成２８年度末におけます財政状況は、起債残高が

２３億９,０７３万４,０００円でありまして、その償還や事業推進に必要な費用及び維持

管理費に要する財源を使用料で賄っておりますが、不足額は全額一般会計からの繰り入れ

で補っているのが現状であります。下水道経営の健全化と一般会計の負担を軽減するため

にも、水洗化率の向上に向けた取り組みをなお一層推進することが求められます。 

 なお、供用開始当初から下水道使用料の徴収の手続が一部欠落したことによる未調定、

未徴収が発生した件の対応でありますが、徴収不能分につきましては、昨年度の決算意見

書の中で適正な債権の管理の取り扱いを求めておりましたけれども、法令の規定に基づく

不納欠損処分がなされております。今後、このような事案が発生しないよう、適正で的確

な事務取扱のシステムを構築されるよう要望いたします。 

 次に、介護認定審査会特別会計について申し上げます。３町によります認定審査が的確、

そしてスムーズに行われておりまして、今後ともさらに連携を密にして、適正な審査が行

われるよう要望いたします。 

 次に、介護保険特別会計について申し上げます。平成２８年度の要介護、要支援の申請

者数、申請件数は８６２件でございまして、前年度と比較して３３件減少しております。

また、申請者のうち非該当者は１６件となっております。ここで、意見書の５８ページを

ごらんになってください。この第１表をごらんになってください。実質収支は１億

７,０７６万２,０００円となっております。これにさらに繰越金や基金の繰り入れ、基金

の積み立てを控除した平成２８年度のみの収支であります実質単年度収支で見ますと、

９,４２８万７,０００円となっておりますけれども、国県支出金、高鍋町一般会計等から

の受け入れを超過している額が９,９２０万円ございます。非常に多額でございます。こ

れは翌年度に償還をする必要がありますので、実質的には４９１万３,０００円の赤字で

あったということも言えます。 

 今後、高齢化が進み、保険給付費の増加も見込まれますことから、負担に対する公平性

の確保と、安定的な保険事業運営が求められます。このために、保険料の収入確保は必要

不可欠であります。今後とも収入未済額を増加させないよう対策に努めていただくよう要

望いたします。また、介護を必要とする全ての人々に希望する介護サービスが的確に提供

できるように、円滑な運営を図っていかれるよう望みます。 

 次に、一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計について申し上げます。一ツ瀬川雑用水管理事

業特別会計は、一ツ瀬川土地改良事業で導入をされました畑地かんがい用水を他の農業に

も雑用水として使用することを目的に１市３町で設置をされました会計でありまして、平

成２１年度から事業を開始しております。事業開始から財政状況は収入未済額もなく、積

立金を積み立てるなど順当で安定した運営となっております。今後とも収入の確保に努め、

適正で安定的な運営を要望をいたします。 

 次に、西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計について申し上げます。平成２７年度

に西都児湯１市５町１村で共同設置されたものでありますが、平成２８年度は審査事案は
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ございませんでした。審査に当たりましては、公正で適正な対応を要望をいたします。 

 続きまして、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づく平成２８年度高鍋町水道事

業会計決算審査結果について御報告を申し上げます。 

 決算審査は、去る６月２３日から６月２９日までの間の中で、役場において書面審査及

び対面審査を実施し、審査意見書を７月１０日に講評を兼ねて町長に提出をいたしました。 

 その概要について御報告を申し上げます。審査の期間は、先ほど述べましたとおり６月

２３日から６月２９日までの間、うち実質５日間でございます。審査の方法は町長から提

出をされました決算書類及び附属書類が地方公営企業法、その他関係法令に基づき作成を

されているか、また水道事業の経営成績及び財政状態が適正に表示されているかを検証す

るため、必要に応じて関係職員から説明を聴取し、会計帳票、証拠書類、関係帳簿など通

常実施すべき審査手続及び必要とする審査を実施をしております。 

 審査の結果でございますが、決算書類及び決算附属書類は、地方公営企業法その他関係

法令に基づき作成され、その計数は正確であり、関係帳簿と符合し、かつ当年度における

水道事業の経営成績及び財政状態を適正に表示していることを認めました。また、予算の

執行も適正に執行されていることを認めました。 

 それでは、総括意見を申し上げます。 

 まず、分析による現状の評価でございますが、本年度の給水人口は１万８,５６８人で、

前年度より４３人減少しておりますけれども、有収水量は２万６３６立法メートル増加す

るとともに、年間総配水量も前年度と比較して１万３,１９３立方メートル増加をしてお

ります。なお、漏水対策等の効果もありまして、有収率は８８.０％と高い水準を維持を

しております。施設利用率及び負荷率も同類型の団体の経営指標、施設利用率５０.５８％、

負荷率７８.３３％を上回っておりまして、効率的な業務運営に努められたものと評価を

できます。 

 次に、経営成績につきましては、本年度の経営成績は損益計算書のとおりでございます。

収益では、営業収益は給水収益が増加するとともに、その他の営業収益も増加したことに

よりまして、８６０万１,３９３円、２.０％増加をしております。費用でございますが、

営業費用は減価償却費の増がございましたが、修繕費の減が要因となりまして２２万

５,０２４円、０.１％減少し、営業外費用も支払利息が１０.７％減少し、費用全体では

７３２万４,５２７円、１.８％の減少となっております。これらの結果、純利益は前年度

より１,５９２万５,９２０円増加しまして、４,１６８万２,５９５円となっております。 

 経営状況につきまして、経営分析での指数が経営指標を下回っている部分もございます

ので、改善を図っていく必要があるものと思われます。 

 次に、財政状態につきましては、今年度末におけます財政状況は貸借対照表のとおりで

あります。資産の部でございますが、有形固定資産では建物、構築物、機械及び装置の減

少額が大きく、建設仮勘定は増加しましたけれども、７,０１２万２,６９６円、１.４％

の減少となっております。流動資産は現金預金が３,３７３万８,４３３円、１２.０％減
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少をしております。 

 負債の部の固定負債では、法改正によりまして平成２６年度から企業債が資本金から負

債として計上されることになりましたが、償還によりまして１億１,３１９万７,９６６円、

４.１％の減となっております。 

 また、流動負債につきましては、翌年度の企業債償還予定額が増加をしましたが、未払

金の減少によりまして１,３５７万７,８５４円、５.７％減少をしております。繰延収益

は国庫補助金、工事負担金により取得した資産の当年度減価償却費相当額であります

２,０１７万７,３１３円、３.５％が減少をしております。このことによりまして、全体

の負債額は１億４,６９５万３,１３３円、４.１％減少をしております。 

 資金運用面でございますが、流動資産が流動負債を上回っておりまして、安定している

と言えますけれども、額が毎年度減少してきておりまして、留意が必要であると思われま

す。 

 資本金の部でございますが、建設改良積立金を自己資本金に組み入れたため、６,３７６万

２,１８７円、４.７％の増となっております。 

 剰余金の部でございますが、減債積立金及び当年度末未処分利益剰余金は増加をしてお

りますが、建設改良積立金を自己資本金に組み入れたことによりまして、剰余金は

２,２０７万９,５９２円、８.２％減少をしております。 

 以上のことから、資本全体では４,１６８万２,５９５円の増額となっております。当年

度末における財政状態は安定していると言えますけれども、企業債未償還残高が高額であ

りますことから、さらなる経営努力が望まれます。 

 分析によります現状の評価は以上のとおりでありますが、平成２８年度の経営状況をみ

ますと、収益的収支の収益面では、給水人口は前年度より減少しましたが、経営の根幹で

あります営業収益は若干増加をしております。一方、費用面では、減価償却費は増額しま

したが、修繕費に大幅な変動はありませんで、営業外費用の支払利息が減少したことによ

りまして費用は減少しております。この結果、純利益は前年度を１,５９２万５,９２０円

上回る４,１６８万２,５９５円となっております。 

 資本的収支につきましては、収入では企業債が３,０００万円増加をしております。支

出面では浄水場改良費の増加等によりまして、一般改良費が１,２９７万８,０２４円増加

をしております。 

 企業債償還金も１,０５７万７,２８７円増加をしております。 

 経営状態につきましては、減価償却費計上額に相当する損益勘定留保資金が毎年減少を

してきておりまして、このことが管路更新等の補填財源の減少につながり、また、企業債

元利償還金が給水収益の５０％を超える状況が依然として続きますとともに、多額の減価

償却費の計上など経営環境の改善には長期間を要するのではと思われます。このような中

で給水人口は減少傾向が続いておりまして、今後の水道事業経営に当たりましては、業務

のさらなる効率化に向けた取り組みと安全で良質な水の安定供給に向けて町民に信頼され
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る水道事業の執行を要望するものであります。 

 なお、給水原価が前年度で供給単価とほぼ同額に改善をされましたけれども、今後とも

徹底した経営分析を行い、その結果を踏まえた企業努力を要望をいたします。 

 以上で報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（永友 良和）  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午前11時50分散会 

────────────────────────────── 


